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医療従事者は届け出を忘れずに

　医師・歯科医師・
薬剤師・看護師・
歯科衛生士などの
皆さんには、医師
法等関係法律によ
り、2 年 に 1 度、
住所や従事先など
を記載した届出票
の提出が義務付けられています。
　平成 30 年は届出の年にあたりま
すので、該当する人は平成 30 年
12 月 31 日現在の状況を保健所に
届け出てください。
対象
①�日本に居住し、日本の医籍・歯科
医籍・薬剤師名簿に登録されてい
る全ての医師・歯科医師・薬剤師
（従事していない人も含む）
②�県内で就業している保健師・助産
師・看護師・准看護師・歯科衛生
士・歯科技工士

届出先
①の場合：�住所地または就業地を管

轄する保健所
②の場合：就業地を管轄する保健所
提出期限 　平成 31 年 1 月 15 日㊋
問���県庁保健福祉総務課��☎ 521-7217�
�県庁医療人材対策室��☎ 521-7222�
県北保健所　　　　��☎ 534-4104

筆界特定制度などのご案内

　福島地方法務局と福島県土地家屋
調査士会では、連携して土地の境界
をめぐるトラブルの解決を支援して
います。

筆界特定制度

　土地の筆界を明らかにします。法
務局の職員が、専門家の意見を聴い
て、現地で筆界を特定します。
※�明渡しなど、所有権に関する問
題を直接解決することはできませ
ん。
問�福島地方法務局不動産登記部門
　☎ 534-2048
調査士会ADR
　境界全般を解決します。土地家屋
調査士が弁護士と一緒に相談・調停
に応じます。
※�相手方の応諾がない場合は、手続
きを進めることができません。

問��境界紛争解決支援センターふくしま
☎ 535-3937

定例行政相談会

日時 �
12 月 3 日㊊　
10 時～ 12 時
場所 �
保原本庁舎
1 階　相談室
内容 � 役所や特殊法人への意見や
要望などを受け付けます。予約は不
要です。
問�秘書広報課広報広聴係　☎575-1113

弁護士による無料法律相談会

日時  12 月 5 日㊌、1 月 9 日㊌
　　　��13 時～ 16 時
場所  保原本庁舎　相談室
内容 　福島県多重債務者相談キャ
ンペーンによる相談

申込方法 　市消費生活センターに

お申し込みください。
問�市消費生活センター　☎574-2233

第 8 回こども論語塾

日時 　
12 月 8 日㊏
10 時 30 分～
11 時 30 分
場所 　
保原小学校講堂
対象 　小学生（保護者・一般の方
も見学可能）
申込方法 　各小学校に配布するチ
ラシでお申し込みください。
問�こども支援課子育て支援係
�　☎ 577-3128

公共職業訓練の 2 月期生募集

　ポリテクセンター福島では、ハ
ロートレーニング（公共職業訓練）
の受講者を募集しています。
コース 　テクニカルメタルワーク
科（溶接技術コース）
対象 　ハローワークに求職者登録
をしている人
定員 　15 人
募集期間 　12 月 11 日㊋～平成 31
年 1 月 11 日㊎
訓練期間 　6 カ月（平成 31 年 2 月
1 日～ 7 月 30 日）
申込方法 　ハローワーク福島に申
し込んでください。

その他 　12 月 12 日㊌、19 日㊌、
26 日㊌、1 月 9 日㊌に見学会を実
施します（要予約）。
問�ポリテクセンター福島　☎ 534-3644

※このスペースは有料広告です。広告の掲載については秘書広報課（☎ 575-1113）にお問い合わせください。
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